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脱原発で地元経済は破綻しない 2015/12/26

朴勝俊（ぱく・すんじゅん、関西学院大学総合政策学部教授）

(1) 財政の問題

・地元財政の原発依存

固定資産税、核燃料税、使用済み核燃料税、電源三法交付金、電力会社の寄付金・・・・

「原発関連収入」依存度(2010年度)
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「原発関連収入」依存度(2013年度)
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・固定資産税（特徴：原発建設完了後、時間が経つにつれて急激に減少。20年後までにゼロになる。）

・しかし、固定資産税が無くなっても「地方交付税交付金」で

最大 75％戻ってくる。

※なぜなら地方交付税は

「基準財政需要額」（人口や面積などで決まる）と

「基準財政収入額」（主な税収の見込み額の75％）との差で

決まるから、税収が減ると金額が増える。

[例]原発地元・刈羽村（人口約 5000人）の場合

地方税収 30億円、歳入総額 50億円(2003年)。

同規模自治体の全国平均：地方税収 4.6億円、

歳入総額 40億円。差はわずか10億。

・電源三法交付金 （特徴：アブナイ橋をわたれば増える。）

原発完成前に支給。老朽化、プルサーマル受け入れ、定検間隔の延長で金額 UP！

福島事故後は原発停止中も設備利用率 81％と見なして支給されていた・・・、が、改められた。

・核燃料税（道府県税）

多くの道県では、原発が止まっていても税収が得られる方式に変わっている（出力割の導入）。

・使用済み核燃料税（市町村税）

導入：鹿児島県薩摩川内市、新潟県柏崎市、検討中：佐賀県玄海町、福井県敦賀市など

・電源三法交付金：脱原発にこそ交付金を！

・かつての炭鉱閉鎖に伴う財政支援：産炭地域振興政策、多様な再就職支援策などがあった。

・「廃炉になれば、立地地域の経済が打撃を受けかねないため、政府は補助金の拡充などで立地自治体を支援する」

（毎日新聞 2015/1/3）、「廃炉決定後も「交付金」」（朝日新聞 2014/10/23）
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(2) 産業をどうするか

・原発は自然豊かな地域。一次産業（農業・林業・漁業）の可能性。しかしそれで十分か？

■ 原発の雇用（福井県の例）：

正社員（関電 1800人、原電 400人、原発一件 400～500人）

協力会社（上記社員の2～3倍にあたる）

その他（民宿、飲食店、タクシー会社、など）

・「福井県に原発が立地して40年近くになるのに、原子力関連産業は1社も育っていない」（福井商工会議所・江守幹男

会頭・当時、日経 2006/6/7）

・「原子力関連業務参入実態調査。地場の参入企業の大半は孫請け以下で、業種も建設業が約6割で、製造業はわず

か4％という厳しい数字だった。」（日経 2006/6/7）

・「関電は毎年、原発関連で約1500億円の維持管理費を使う。うち約175億円が地元の協力会社約180社に回る。さら

に職員らのタクシー代や飲食代で35億円ほどが地元に落ちる。高浜町の2011 年度一般会計予算の歳入は74億円」

（日経 2012/2/22）→どうする？

■ ドイツ・グリーンピース「チャンスとしての脱原発（2000年）」(※日本語版 URL http://e-miraikousou.jimdo.com/)

ポイントは、(1)再生可能エネルギー、(2)天然ガス火力発電所、(3)原発解体[数十年かかる]

□シュターデ原発（ドイツ北部・北海への水路、350人の正規職員、協力会社約 100人）

→原発解体(最大 500人程度)、ガスコンバインド火力(約 50人)、風力発電工場(約 1000人)

□ビブリス原発（ドイツ中部・商工業地域、職員約 880人）

→原発解体（最大 500 人程度）、ガスコンバインド火力（約 50～150人）、太陽電池工場（約 60人）、ガス火力

メーカー（約 500～600 人）、原発解体技術拠点（約 100 人）

□イザール原発（ドイツ南部・農村地域、職員約 720人）

→ 原発解体（最大 500人程度）、バイオマス施設工場（約 300～400人）、自動車用燃料電池研究（約 100 人）

■ 朝日新聞福井版特集(2012/1)「廃炉・その先に」：ヨーロッパの原発地元はより豊かに！

□グライフスバルト原発（東独地域）：原発建屋は洋上風力工場と、バイオディーゼル工場に

ヨットハーバーも大人気。天然ガス輸入拠点も。原発関連の優れた労働者が活かされた。

解体廃棄物は原発敷地内で中間貯蔵、50～70 年間保管。汚染されていない材料は活用。原発技術者エンゲル

マンさんは建設会社を設立、原発解体で成長、年収 10億円、職員 140 人。

・BS日テレ「活断層と原発、そして廃炉」2013/2/3

■ ドイツ最新事情

図 9～12[※執筆中の著書の中での通し番号] これらは、上記のドイツの 3 自治体の経済・財政指標

（原発閉鎖年を 100 とする指数、物価上昇の影響を除去した実質値、人口は 2013 年）。

図 9：原発閉鎖前後（シュターデ、郡） 図 10：原発閉鎖前後（ビブリス、ベルクシュトラーセ郡）

人口：19.6 万人 人口：26.3 万人
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図 11 原発閉鎖前後（イザール、ランズフート郡） 図 12 原発閉鎖前後（イザール、エッセンバッハ町）

人口：15.0万人 人口：11478人

・シュターデ原発の解体期間は 2004～2014 年とされている。原発閉鎖前の労働者数は 300 人であったが、

2008 年時点では 450 人、2010 年時点では 345 人であり、運転時よりも多くの人が働いている（ドイ

ツ・グリーンピースのトマス・ブリュワー氏の講演より）。

・仏・スーパーフェニックス閉鎖：政府の財政補助と原発解体で雇用と人口が増加。

・スペイン・ホセカブレラ原発立地自治体：前村長「原発は永遠ではない」。

・もちろん一次産業や観光業にも可能性が。地元の人の知恵で、いろいろなアイデアを。

・大飯町「もう一つの住民説明会」(2012/4/26)

・北海道泊原発・岩内町・佐藤英行さんのお招きで、朴が北海道で講演(2012/8/25～26)

（※URL http://iwj.co.jp/wj/open/archives/27987）

（※URL http://bochibochi-ikoka.doorblog.jp/archives/3540450.html）

・福井県美浜町・松下照幸さん・飯田哲也さん「美浜町への提案」

（※URL http://www1.kl.mmnet-ai.ne.jp/~donguri-club/）

参考資料：

表４ 立地自治体の「原発関連収入」変化（町村） 2013 年対 2010 年

歳入総額 固定資産税 電源三法交付金 寄付金
原発関連収入（左三項

計）

２０１３

／２０１０
団体名 倍 倍 ％差 倍 ％差 倍 ％差 倍 ％差

北海道 泊村 0.87 0.98 5.8 0.44 ▲15.8 5.9 0.1 0.76 ▲9.8

青森県 六ケ所村 1.21 0.98 ▲9.1 1.53 3.4 1.1 0.0 1.10 ▲5.6

青森県 大間町 0.93 1.00 0.3 0.60 ▲5.3 2.7 0.1 0.68 ▲5.0

青森県 東通村 0.91 0.77 ▲6.0 0.96 0.6 1.8 0.0 0.81 ▲5.3

宮城県 女川町 9.48 0.81 ▲53.6 1.34 ▲6.1 0.0 0.87 ▲59.7

福島県 楢葉町 1.69 0.70 ▲18.4 1.22 ▲4.2 9.1 0.1 0.87 ▲22.5

福島県 富岡町 1.35 0.54 ▲17.0 1.07 ▲2.5 1.0 ▲0.2 0.71 ▲19.7

福島県 大熊町 1.29 1.18 ▲2.9 1.22 ▲1.1 18.4 0.2 1.20 ▲3.8

福島県 双葉町 1.08 0.73 ▲8.6 0.49 ▲17.7 12.5 0.4 0.61 ▲26.1

茨城県 東海村 1.04 0.90 ▲6.3 1.07 0.2 0.0 ▲0.2 0.92 ▲6.3

新潟県 刈羽村 1.05 0.89 ▲6.1 1.20 2.1 0.0 0.0 0.97 ▲4.0

石川県 志賀町 0.97 0.80 ▲6.4 1.18 0.8 0.0 ▲0.4 0.83 ▲6.1

福井県 美浜町 0.97 1.02 1.0 0.61 ▲9.4 1.0 0.0 0.78 ▲8.4

福井県 高浜町 1.13 0.98 ▲4.2 1.06 ▲1.4 1,830.7 6.8 1.15 1.3

福井県 おおい町 0.92 1.07 4.4 1.00 1.6 0.0 ▲0.7 1.02 5.4

山口県 上関町 0.93 0.93 0.0 1.06 0.3 0.0 ▲13.7 0.21 ▲13.4

愛媛県 伊方町 0.92 0.93 0.2 0.87 ▲0.8 1.1 0.0 0.91 ▲0.7

佐賀県 玄海町 0.97 0.87 ▲3.9 1.06 1.9 240.0 3.3 0.99 1.2

出典）総務省『市町村別決算状況調』より作成

※ ％差とは、自治体収入に占める原発関連収入比率の増減
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表 5 平成 25 年度の原発立地道県の核燃料税収入および電源三法交付金収入（千円）
千円 歳入総額 核燃料税 ％ 電源三法交付金 ％

北海道 2,476,174,039 224,990 0.01 3,715,896 0.15

青森県 747,332,557 15,237,235 2.03 16,064,482 2.15

宮城県 1,690,441,279 0 0.00 1,785,632 0.11

福島県 1,943,118,787 0 0.00 7,729,978 0.40

茨城県 1,099,143,428 606,393 0.06 8,188,401 0.74

新潟県 1,178,016,747 0 0.00 13,396,582 1.14

石川県 572,743,915 770,452 0.13 1,714,757 0.30

福井県 469,734,119 6,095,000 1.30 16,416,239 3.49

静岡県 1,160,832,056 0 0.00 2,379,628 0.20

島根県 542,667,160 0 0.00 2,830,148 0.52

山口県 688,066,140 0 0.00 397,318 0.06

愛媛県 630,793,132 0 0.00 3,522,511 0.56

佐賀県 451,419,495 0 0.00 3,863,218 0.86

鹿児島県 828,730,190 240,464 0.03 2,555,350 0.31

合 計 51,572,618,009 23,137,300 0.04 92,858,561 0.18

出典：総務省『平成 25 年度都道府県決算状況調』および各道県決算資料より筆者作成

参考文献：

朴勝俊(2013)『脱原発で地元経済は破綻しない』高文研
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(2015 3 )

5

• 2015 3 8770 kW ( 97%)
• 2015 3 1880 kW ( 21%)
• 880 kW 2760 kW ( 84%)

http://www.fit.go.jp/statistics/public_sp.html

•

6

(FIT )
(2015 3 )

ISEP

FIT
(2015 6 )

: kW 10kW 10kW
1MW

1MW

16.9 90.6 384.4 16.9 4.3 0.04 9.1 533.3
15.4 21.4 19.6 16.0 1.1 0.00 5.2 70.9

91.2% 23.6% 5.1% 94.4% 26.6% 0.0% 57.2% 13.3%
2.4 10.5 12.6 1.6 0.1 0.00 0.007 27.3

)

kW

: kW 10kW 10kW
1MW

1MW

3.9 19.6 10.0 4.2 0.7 0.0 3.7 42.3
3.7 5.7 2.3 2.0 0.6 0.0 0.0 14.4

94.9% 29.1% 23.0% 47.6% 85.7% 0.0% 0.0% 13.3%
0.3 2.7 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 4.8

2014

(2011 2013 )

8

• 4 20

( : )

(10MW ) ( )

( )

http://www.sustainable-zone.org

2014 (2015 3 )
http://www.isep.or.jp/library/7426
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チェルノブイリ法をつくった事故処理作業者 アレクサンドル・ヴェリキンさん

講演会報告 

チェルノブイリから福島へ：「安全に暮らす権利」とは 

日 時：2015年 11月 26日（木）18:30～20:30（開場：18:00） 

会 場：パルシステム東新宿本部 

プログラム １）アレクサンドル・ヴェリキンさん講演 

２）日本での状況との比較 

吉田由布子（「チェルノブイリ被害調査・救援」女性ネットワー

ク） 

３）日本の原発作業員のおかれている状況 

なすびさん（被ばく労働を考えるネットワーク） 

主 催：「チェルノブイリ被害調査・救援」女性ネットワーク、OurPlanet-TV 

原子力市民委員会、福島老朽原発を考える会、国際環境 NGO FoE Japan 

 

ヴェリキンさんの講演の要点 

・ 甚大なチェルノブイリ原発事故…高線量の瓦礫の散乱と火災 

・ 30km圏内で働いたさまざまな人たち（作業者、技術者、軍人、医療関係者、

消防、特殊車両の運転手・・・） →リクビダートル 65万人 

・ リクビダートルたちの健康被害に対して国の補償が行わなかった。 

・ ソ連邦崩壊後、ロシア、ウクライナ、ベラルーシの元リクビダートルたちの

団体が立ち上がる。（チェルノブイリ同盟） 

・ 90 年には法制化に向けた運動となり、91 年の法律制定へ（チェルノブイリ

法） 

・ 当初は基本法。92年に具体的な施策を盛りこむ。 

・ 「リスクの増加」を補償していく。 

・ 生涯 70mSv→「年１ミリシーベルト」以上の追加的被ばくを強いられる地域

が「避難の権利ゾーン（＝避難権付居住地域）」 

・ 基本にはロシア憲法第 42条の環境権があった 

・ 原発は国有であったので、事故の収束も国が行った。損害賠償や補償も国の

責任 

・ その後、国は支援を縮小しようとしていく。補償金も額が小さくなり、「権

利」ではなく、社会的弱者に対する「支援」に変えられてしまった。 

 

吉田由布子さん…チェルノブイリ法のまとめと日本との比較（資料別添） 

 

※筒井さんによる報告および考察（別添） 
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2015 年 11 月 29 日

筒井哲郎

リクビダートル、ヴェリキンさんとチュマクさんの話

はじめに

リクビダートルとしてチェルノブイリ原発の収束作業に参加し、そして「チェルノブ

イリ法」制定運動に中心的な働きをした、アレクサンドル・ヴェリキンさんの講演会が

11 月 26 日、パル・システム東新宿本部で開かれた。基本的なことで知らなかったことを

いろいろ教えていただいて、目からうろこの思いであったので、私の関心に沿った部分

に関してお話の要点と感想をメモしたい。なお、その 2 日前の 24 に日、チェルノブイリ

事故時以来医師として放射線による病気の治療に従事してきたアナトリー・チュマク医

師（当時ウクライナ保健省チェルノブイリ支局代表）の講演が参議院議員会館であった。

26 日の講演会の後の懇親会にお二人が出席され、われわれ夫婦も出席させていただいた。

１． ヴェリキンさんの話の要点

1986 年 4 月 26 日にチェルノブイリ原発 4 号機の事故が発生した（注 1）。140ｔの構

造部材が、ガレキとなって周辺へ飛び散った。250ｔの屋根が吹き飛んで 8ｍ離れたとこ

ろへ落下した。コンクリートのブロックのひとつは 1.5ｋｍの距離に落下した。4 号炉周

辺には高放射能の廃棄物が散乱した。

4 号機の消火、コンクリートによる封じ込め作業のほか、退避圏内と指定された 30ｋ

ｍ圏内で働いた様々な職種の人びとすべてを「リクビダートル」と呼ぶ（注 2）。トラッ

ク、クレーン、特殊作業の運転手なども大勢いた。軍人・警察官を中心に 65 万人が動員

された。医師として働いたチュマクさんもそのひとりである。

事故現場では、初期の集中作業の結果、9 か月間で石棺ができあがった。ロシアでは大

学を出ると自動的に軍隊将校の役目が与えられる。事故発生と共に退役軍人・予備役軍

人が動員され、ヴェリキンさんも現場に行き、作業に当たる兵士たちの中でスーパーバ

イザの役目を担った。

国は「われわれを使って、そののち忘れた」。そこで、ヴェリキンさんたちは大学の同

窓会名簿を利用して仲間を募り、ソ連邦崩壊後、ロシア、ウクライナ、ベラルーシの元

リクビダートルたちの団体を作った（89 年）。90 年に第 1 回大会を開催し、仕事の分担

を決め、国の機関と協力し、法案を作った。その法案をそれぞれの国の議員・政党を通

して国の機関に届けた（注 3）。これは人びとが闘って勝ちとった権利である。

法案の中身は、当初は宣言的な基本法であったが、92 年に具体的な施策を盛り込んだ

新しい法案（改正法？）を作った。

これらの法案は、もともとすでにあった法律の上に則って定めたものである。基本的
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にはロシア憲法第 42 条の環境権があった（「各人は、好適な環境に対する権利、環境状

態の信頼における情報を受ける権利および自然環境の侵害により各人の健康または財産

にこうむった損害の賠償にたいする権利を有する」原隆訳、注 4）。事故前から、市民の

放射線被ばく防護に関する法律がすでにあり、その法をもとに許容限度を決めることが

できた。たとえば、作業員に対しては被ばく限度を 250ｍSv（従事期間あたり）と決め

ており、それが守られないときは監督者が裁判で裁かれるという仕組みになっていた。

ただし、いざ事故に遭うと実際の線量が隠ぺいされるということが起こった。すべて

のエネルギーシステムは国有であったので、損害賠償は国の責任になった。賠償金を最

小にしようという圧力がかかったし、チェルノブイリ原発の再稼働を急ぐというドライ

ブもかかった。

２． 福島事故後始末における被ばく労働者との比較

以下に、福島第一の事故現場の被ばく労働者の問題に照らして筆者の感想を述べる。

チェルノブイリ原発事故という国家的大事故に際して、事故後の被ばく労働のマネジ

メントを見ると福島とは雲泥の差がある。社会体制の違いによるところが大きいが、国

家の正規の軍隊組織が動員された。その組織の中では、大学出の将校から一般兵士のレ

ベルまでさまざまな階層の人びとが一体で働いた。その後の被ばく者補償を求める運動

においても、業務上指導的な立場にあった知識人グループが当事者として働き、組織が

機能したということが、社会正義と公平を実現させた。これは、日本の作業現場と基本

的に違う。

福島現場では、現在 7000 人の人びとが日々作業している。そのうち 2000 人は東電の

スタッフであり、5000 人が協力会社の人員（元請け・数次にわたる下請け・人入れに雇

われた作業員）である。東電の 2000 人も東電の直接雇用者は 1/3 程度で、2/3 は東電子

会社に雇われて派遣され、東電のヘルメットをかぶって働いている人たちである。つま

り、雇用関係でみれば少なくとも 5 段階の人びとが働いている（下請け派遣労働者はさ

らに数次の雇用関係に分かれている。注 5）。ソ連時代の軍隊の組織的一体感と比較すれ

ば輪切りの上下関係になっている。ヴェリキンさんのような大学出の人びとが監督者チ

ームを作って働き、その後の被ばく者の権利を守るために全リクビダートルや全避難者

をカバーする「チェルノブイリ法」を作ったという事実と比較してみたい。現在、福島

の現場の指揮をしている東電と雇用関係がある監督者たちが全被ばく労働者、全被ばく

住民の権利を守るための法律を作るように働いてくれているだろうか。まったく反対で

ある。東電と直接雇用関係のある人びとは東電の企業利益を守るために下位の企業従業

員の利益を切り下げようとしている。企業間契約の上下関係の輪切りになった切れ目ご

とに労働者間の利害対立があり、上位企業の従業員が下位企業の従業員を包括する権利

法制を求めて尽力することはない。しかも、5000 人のうち下位の多くの人びとは非熟練

労働者であり、3 カ月ないし 6 カ月くらいの間に管理目標としている年間被ばく量 15ｍ
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Sv に達して雇用が打ち切られている。

将校 東電職員

下士官 東電へ派遣者

兵士

元請け

1 次下請け

2 次下請け

3 次下請け

4 次下請け

5 次下請け

6 次下請け

7 次下請け

8 次下請け

図 1. チェルノブイリ（左）と福島（右）の現場組織の比較

そのことを模式的に表すと上図のようになる。実線は上下の契約関係によって利害対

立が起こる境目を表す。たとえば、福島（右図）では、下位の下請け会社に属する労働

者が上位の下請け企業からピンはねされることがしばしば報じられているが、実線で表

わされた境目で分断が強くなされるほど上位の企業には有利に働く。全体を統括する東

電職員の立場からすれば、経済的に安く上がり、契約上のトラブルも、被ばくによる労

働災害のケアも自分の手から下位の契約者に押し付ける方にインセンティブが働き、全

員の福祉を考えることから逃避しようとするシステムである。

このような下位の人びとを犠牲にすることで成り立っている日本の社会が「豊かな社

会」とどうして言えようか。ソ連邦が崩壊して経済的に困難な時期にあったチェルノブ

イリ周辺諸国の精神と施策が、経済的に豊かだと呼号する今日の日本社会のそれらと比

較して優れていることを恥じいらずにはいられない。

３． 一般市民に対するチェルノブイリ法と医師チュマクさんの話

ヴェリキンさんの話によると、ロシアでは事故前から、原発労働者だけではなく、一

般人に対しても被ばく限度を定めた法律があり、それを事故後に後退させないように運

動し実現したのだという。日本では環境法（大気汚染防止法、水質汚濁防止法など）か

ら放射性物質による汚染限度の規定を除外しており、市民はまったく無防備であった。

そして曲がりなりにも 1ｍSv/年と考えられていた一般市民の被ばく限度を、環境省など

が 20ｍSv/年とか 5ｍSv/年とかに勝手に変更している。
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チェルノブイリ法では、年間 5ｍSv の地域は強制移住、1ｍSv の地域は移住の権利が

保障されている。しかも、30ｋｍ圏内に住んでいた人々すべてに補償金が支払われてい

る。それは、病気が発症したからその補償をするという思想ではなく、被ばくしたこと

に起因する発症リスクを負わせたことに対する補償として支払われるのである。もちろ

ん実際に発症すればその治療費は補償される。日本では、発症しなければ補償されない。

そのために、御用学者を集めて、「この病気の原因は被ばくに起因しているか否か」とい

う議論をし、疑わしきは立証不十分で補償対象から外すという措置をしている。「100ｍ

Sv 以下で発症するという明確な証拠がない」という理由で、因果関係が無視されつつあ

る。

医師アナトリー・チュマクさんは事故後 30 年を間近にした今日の発症の状況を話され

た。当時世界にはロシア語の論文は普及せず、日本の学者（重松逸造氏ら。注 6）をはじ

めとした IAEA などの楽観的な報告が喧伝されたが、いまも各種の症状が世代を超えて

発症していることが伝えられた。かれは文学作品『チェルノブイリの祈り』にも言及さ

れた。

４．東電の破綻処理と損害賠償、事故処理体制の確立

事故の損害賠償責任を果たせなくなった東電を生きながらえさせて、賠償窓口にし、

かつ事故処理主体としている現状はまことにゆがんだ機能不全の体制である。われわれ

はすでに、原子力市民委員会の提言書『原発ゼロ社会への道』において、東電を破綻処

理し、事故処理のためには「福島第一原発処理公社」を、損害賠償のためには「福島原

発事故賠償・復興機関」といった公的機関を設立して問題解決に当たるように提言した

（ｐ.90、ｐ.189）。安倍政権は今日の被ばく労働者、被ばく市民を犠牲にして問題を無視

している。チェルノブイリの人びとに学んで、市民の権利として現状を改めなければな

らない。

おわりに

おふたりとも、礼儀正しく、快活かつユーモアもある方で、成果も失敗も直接共有し

ましょう、と言われたことが印象的であった。

注 1.「チェルノブイリ原子力発電所事故」Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%8E%E3

%83%96%E3%82%A4%E3%83%AA%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%

BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E4%BA%8B%E6%95%85

注 2.「リクビダートル」Wikipedia

原語は「清算人」の意味で、後始末を行う人を指す。86 年と 87 年に作業に当たった約 20

万人が大きな被ばくを受けたとされている。ソ連解体後はウクライナ・ベラルーシ・ロシ
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アでそれぞれ国家登録が行われている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%93%E3%83%80%E3

%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB

注 3.「チェルノブイリ事故に関する基本法」オレグ・ナスビット、今中哲二訳

1991 年 2 月ウクライナ最高会議において「チェルノブイリ法」が採択された。この概念の

基本目標は、生涯被ばく量を 70ｍSv、つまり 1 年間に 1ｍSv 以下に抑えるということであ

る。

http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/Chernobyl/saigai/Nas95-J.html

注 4.「ロシヤ連邦憲法」邦訳（一）原隆

http://ci.nii.ac.jp/els/110004299330.pdf?id=ART0006467296&type=pdf&lang=en&host=

cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1448677259&cp=

注 5.拙稿「原発事故の収束作業は誰が担っているのか？」『世界』2013 年 10 月号

注 6.綿貫礼子編『放射能汚染が未来世代に及ぼすもの』新評論、2012 年、ｐ.110
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2015 年 12 月 26 日

満田夏花

福島県県民健康調査委員会の動向

・2015 年 11 月 30 日開催の福島県県

民健康調査委員会において、甲状腺

がん悪性または疑いと診断された

子どもたちの数は、1 巡目 2 巡目合

わせて 152 人

・2014 年から始まった２巡目検査で

甲状腺がんまたは疑いとされた子

どもたちは 39 人。うち１巡目の検

査で、問題なしとされた子どもたち

37 人。

・「事故の影響とは考えにくい」

・5 月 18 日、甲状腺検査評価部会の中間とりまとめ

「わが国の地域がん登録で把握されている甲状腺がんの罹患統計などから推定される有病数に比べて数十

倍のオーダーで多い。この解釈については、被ばくによる過剰発生か過剰診断（生命予後を脅かしたり症状

をもたらしたりしないようながんの診断）のいずれかが考えられ、これまでの科学的知見からは、前者の可

能性を完全に否定するものではないが、後者の可能性が高い点との意見があった」

→11 月 30 日に提示された本委員会の中間とりまとめ案では、姿を消した。

・手術後の症例については、8 月 31 日に県立医大の鈴木眞一教授のペーパーが出されて以降、公開されて

いない。（検査までが「県民健康管理調査」で県の管轄。治療は、福島県立医大）

鈴木眞一教授ペーパー：手術を受けた子どもたち 96 人の症例について、リンパ節転移が 72 例。リンパ節

転移、甲状腺外浸潤、遠隔転移などのいずれかに該当する症例が 92％

※福島県立医大内にできた「甲状腺検査専門委員会・診断基準等検討部会」（座長：山下俊一副センター長）

において議論されている？（非公開）

・委員会の「中間とりまとめ」（案）

○基本調査（外部被ばく評価）：事故後 4 か月間における外部被ばく実効線量の推計を実施。平成 27 年 6

月末現在、回答数は、558,550 人、回答率は 27.2%、推計期間が 4 か月未満の方及び放射線業務従事者 を

表 甲状腺がん疑い・確定の内訳

対象者数、受診者数 甲状腺

がん又

は疑い

手術後確定 備考

一巡目検査

（2011～

2013 年）

対象：367,685 人
受診者 300,476 人
（受診率 81.7%）

114 101 手術例 101 例、良

性 1 人、乳頭がん

97 人、低分化がん

3 人

二巡目検査

（2014〜

2015 年）

対象：379,952 人、
受診者 199,772 人
（受診率 52.6％）

39 15 がんまたは疑いの

39 人のうち、前回

A 判定は 37 人。確

定の 15 人は乳頭

がん。

合計 153（良性
を除くと

152）

116
手術後がん
確定数 115

出典：第 20 回、21 回福島県県民健康調査委員会（2015 年 8 月 31 日および 11 月 30

日）資料をもとに作成。先行調査の数字は 2015 年 11 月 30 日委員会での福島県立医

大の説明により、アップデート。
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除く 454,940 人の推計結果は、最高値 25mSv、62.0%が 1mSv 未満、93.8%が 2mSv 未満、99.8%が

5mSv

「本調査結果については、これまで得られている科学的知見に照らして、統計的に確認できるほどの健康影

響が認められるレベルの被ばく線量ではないと評価する」

→疑問：「これまで得られている科学的知見」としているが、低線量における健康影響を報告している多く

の論文を無視しているのはなぜか？

○甲状腺検査：先行検査（一巡目の検査）を終えて、これまでに発見された甲状腺がんについては、被ばく

線量がチェルノブイリ事故と比べてはるかに少ないこと、事故当時 5 歳以下からの発見はないことなどか

ら、放射線の影響とは考えにくいと評価する。

→疑問１：本当にチェルノブイリ原発事故よりも「はるかに低い」被ばく量なのか？

→疑問２：「はるかに低い」被ばく量だからといって、がんのリスクを無視してしまっていいのか？

参考）津田敏秀教授論文 Epidemiology, October 5, 2015

Thyroid Cancer Detection by Ultrasound Among Residents Ages 18 Years and Younger in Fukushima,

Japan: 2011 to 2014.

Tsuda, Toshihide; Tokinobu, Akiko; Yamamoto, Eiji; Suzuki, Etsuji

甲状腺の超音波スクリーニング検査を受診した子ども約３０万人の検査結果を分析。中通りの中央地域（二

本松市、本宮市、三春町、大玉村）で通常より５０倍、平均でも３０倍の多発。また、2014 年から始まっ

た２巡目もすでに１０倍以上の多発が観察されおり、１巡目の数を超えている地域が存在する。
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2015 年 12 月 26 日

原子力市民委員会 規制部会からの報告

部会長 筒井哲郎

コーディネーター 菅波 完

１．伊方再稼働問題への対応

・11/1 松山集会に吉岡座長・菅波が参加。

・規制部会において、2015 年 8 月の愛媛県の安全専門部会報告書に対する問題点を洗い出

し。これをふまえた愛媛県及び専門部会への働きかけを準備中。

２．女川シンポジウムの共催

・11/4-5 に女川原発現地視察および地元実行委員会メンバーと打ち合わせを実施。

・11/23 のシンポジウム当日は、会場が満席、用意した資料が足りなくなるほどの

多数が参加（約 530 名）。

後藤さん、小倉さん、井野さんがパネリスト、菅波がコーディネーター。

吉岡座長には、フロアからコメントをしていただいた。

・11/23 のシンポジウム会場では、脱原子力政策大綱の詳細版を 70 冊以上販売。

・シンポジウムの第 2 回が来年 4 月以降に企画されることになりそう。

テーマは防災・避難問題とのこと。

３．特定重大事故対象施設の期限猶予問題など

・規制委員会の節操のない「規制緩和」について、規制部会として問題点を分析し、

最終的に、12 月 7 日付で、原子力市民委員会としての声明として発表。

（パブコメとして意見を提出済み）

４．原発訴訟の動き

・大飯・高浜仮処分に関わる「安全余裕」に関する意見書提出、専門家証言等に協力。

本件仮処分は 11/13 に終結し、12/24 に高浜仮処分の取り消しと大飯仮処分却下の決定。

大津地裁の高浜仮処分は、1 月に終結、3 月頃の決定が想定される進行とのこと。

以 上
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原子力市民委員会 最近の活動・今後の予定・中期的活動予定

原子力市民委員会 事務局

１．最近の主な動き

10/3 【CCNE 協力イベント】「第 32 回 日本環境会議（JEC）滋賀大会」 【資料 1】

10/24 【CCNE 協力イベント】「脱原発社会への道」連続講座 第７回 小倉志郎さん講

演〔名古屋・東海ネット主催〕

11/3 女川原子力発電所視察・東北電力との意見交換（原子力規制部会）

11/23 【CCNE 共催イベント】「市民による女川原発の安全性を問うシンポジウム」 【資料 2・3】

11/24 脱原発をめざす仏教者ネットワーク岡山「学習会：原発ゼロに向けた道のり」（細

川弘明さん講演）

11/26 【CCNE 協力イベント】「チェルノブイリ法をつくった事故処理作業者 アレクサ

ンドル・ヴェリキンさん再来日！ チェルノブイリから福島へ：「安全に暮らす権

利」とは」

12/2 原子力規制委員会による「特定重大事故等対処施設」設置期限変更に対するパブ

リック・コメント文例集を公開

http://www.ccnejapan.com/documents/2015/20151202_CCNE.pdf

12/7 原子力市民委員会声明『「特定重大事故等対処施設」のさらなる設置延長は不当で

ある』を発表 http://www.ccnejapan.com/20151207_CCNE.pdf

【資料 4】

12/20 【CCNE 後援】脱原発政策研究会・関西 参加型講座「原発なき未来をつくる話

をしよう！」

【資料 5】

12/25 核廃棄物問題プロジェクトチーム特別レポート２「核廃棄物管理・処分政策のあ

り方」発表会・意見交換会

【別添資料】

２．今後の予定

1/30 『一方的でない対話を！どうしたらいい？原発のごみ W.S 「地層処分」について

考えてみる』

主催：中部エネルギー市民会議（主管）・原子力市民委員会・資源エネルギー庁

【資料 6】

3/19

-20

日本環境会議（JEC）シンポジウム「原発と人権」＠福島大学

20 日：「原発ゼロに向けて」分科会を共催予定

その他 特別レポート２「核廃棄物管理・処分政策のあり方」についての意見交換会

その他 『市民による女川原発の安全性を問うシンポジウム』第２回

３．中期的活動予定について

その他 『脱原子力政策大綱』の英訳版の完成と活用について

2016 年 『年次報告』（2016 年度）の発行について

2017 年 次期『脱原子力政策大綱』（2017 年 4 月）について
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